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－１－ 

た
だ
い
ま
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
ず
、
熊
本
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
係
る
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。 

こ
れ
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
熊
本
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
し
、

熊
本
地
震
に
よ
る
被
災
住
宅
用
地
に
係
る
固
定
資
産
税
等
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
適
用
期
間
を
二
年

間
延
長
す
る
等
の
措
置
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
専
決
処
分
は
、
地
方
自
治
法
第
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
議
会
に
報
告
し
、
そ

の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
訴
え
の
提
起
に
係
る
二
件
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
、
農
業

集
落
排
水
処
理
施
設
使
用
料
及
び
介
護
給
付
費
返
還
金
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
滞
納
者
に
支
払
い

を
求
め
、
支
払
督
促
の
申
立
て
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
滞
納
者
か
ら
督
促
異
議
の
申
立
て
が
あ
っ
た
た
め 

訴
訟
に
移
行
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
契
約
変
更
に
係
る
二
件
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
、
平
成 



－２－ 

三
十
年
度
（
仮
称
）
北
熊
本
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
建
設
工
事
委
託
契
約
及
び
（
仮
称
）
秋
津
災
害
公
営
住

宅
建
設
工
事
請
負
契
約
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
契
約
金
額
の
変
更
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
ら
四
件
の
専
決
処
分
は
、
い
ず
れ
も
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市

議
会
に
報
告
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
が
、
何
と
ぞ
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
御
賛
同
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 


